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日
本
に
お
け
る
相
続
税
の
最
高
税
率
は
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
他
国
と
比
較
し
て
非
常
に
高
く
、
資
産
形
成
意
欲
を
阻
害

し
、
経
済
活
動
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
の
議
論
も
あ
る
。 

 

例
え
ば
、
米
国
で
は
相
続
税
の
最
高
税
率
は
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
さ
ら
に
控
除
額
が
約
千
三
百
六
十
一
万
ド
ル
（
約

二
十
億
円
）
と
高
額
で
あ
る
た
め
、
多
く
の
家
庭
が
相
続
税
の
負
担
を
免
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
相
続
税
の
最
高
税
率
は
三

十
パ
ー
セ
ン
ト
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
日
本
よ
り
も
低
い
水
準
に
あ
る
。
ま
た
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
相
続
税
自
体
が
存
在
せ
ず
、
資
産
の
円
滑
な
承
継
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。 

 

日
本
に
お
い
て
も
、
高
齢
化
が
進
み
、
資
産
承
継
の
重
要
性
が
増
し
て
い
る
中
、
現
行
の
高
い
相
続
税
の
税
率
が
特
に
中
小

企
業
の
事
業
承
継
な
ど
に
も
深
刻
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
相
続
税
の
負
担
が
重
す
ぎ
る
た
め
、
事
業
を
継
続
で
き
ず
廃
業
に

追
い
込
ま
れ
る
企
業
も
少
な
く
な
い
。
結
果
と
し
て
、
雇
用
の
喪
失
や
地
域
経
済
の
衰
退
を
招
く
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え

る
。 

 

そ
こ
で
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

一 

日
本
の
相
続
税
の
税
率
が
他
国
と
比
較
し
て
極
め
て
高
い
現
状
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る



 

２ 

 

か
。 

二 
相
続
税
の
税
率
の
引
下
げ
や
基
礎
控
除
の
引
上
げ
を
検
討
す
る
予
定
は
あ
る
か
。 

三 

現
行
の
法
人
版
事
業
承
継
税
制
に
つ
い
て
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
降
ま
で
延
長
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
予
定
は
あ
る

か
。 

四 

自
宅
の
相
続
な
ど
で
課
税
対
象
に
占
め
る
不
動
産
の
割
合
が
多
い
相
続
人
に
対
し
て
、
現
状
、
延
納
の
制
度
が
あ
る
と
承

知
し
て
い
る
。
特
に
都
市
部
の
不
動
産
価
格
が
高
騰
す
る
中
、
一
時
的
に
多
額
の
相
続
税
を
課
さ
れ
る
場
合
の
激
変
緩
和
措

置
と
し
て
、
延
納
以
外
に
用
意
さ
れ
て
い
る
制
度
は
あ
る
か
を
示
し
た
上
で
、
新
た
な
措
置
の
必
要
性
に
つ
い
て
政
府
の
認

識
如
何
。 

五 

相
続
税
制
度
の
見
直
し
の
必
要
性
に
関
す
る
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


